
                                 
 

 

 

       麻薬を所有している            麻薬を所有していない             廃棄                 譲渡 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

麻薬所有高届出書の提出 

（届出事由の発生日から１５日以内） 

業務所廃止 

手続き終了 

麻薬廃棄届の提出 

（届出事由の発生日から 

５０日以内に麻薬及び向精

神薬取締法に規定する職員

の立会いの下で廃棄） 

県内の他の麻薬営業者，麻薬

診療施設の開設者又は麻薬研

究施設の設置者に麻薬を譲渡 

（届出事由の発生日から 

５０日以内） 

麻薬譲渡届出書提出 

（譲渡日から１５日以内） 


